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す
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き
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告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
四
号

平
成
九
年
八
月
四
日
青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号

(

公
印
の
印
影
を
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る

文
書)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
五
十
五
号
を
第
五
十
八
号
と
し
、
第
四
十
八
号
か
ら
第
五
十
四
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
四
十
七
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

四
十
八

高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者
免
状

四
十
九

高
圧
ガ
ス
販
売
主
任
者
免
状

五
十

液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
免
状

青
森
県
告
示
第
二
百
五
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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１ 図
面
番
号

県

道

道
路
の

種

類

鶴
泊
停
車
場

線 路
線
名

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
菖
蒲
川
字
一
本
柳
一
二
三
の
五
か
ら

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
菖
蒲
川
字
一
本
柳
一
二
三
の
五
ま
で

変

更

の

区

間

後 前
変
更
の

前
後
別

六
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
三
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

三
四
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

三
四
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考
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青
森
県
告
示
第
二
百
六
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法

律
第
五
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
六
条
第
四
項
及
び
第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
鰺
ケ
沢
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

中
村
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
中
村
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(

平

成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

第
四
条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事

項
次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

二

中
村
二
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
中
村
二
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
鶴
泊
停
車
場
線

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
菖
蒲
川
字
一
本
柳
一
二
三
の

五北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
菖
蒲
川
字
一
本
柳
一
二
三
の

五
ま
で

平
成
��･
�･

��

県
道
夏
泊
公
園
線

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
東
田
沢
字
小
湊
越
一
〇
の
二

六
五
か
ら

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
東
田
沢
字
横
峰
六
八
の
三
ま

で

〃

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
東
田
沢
字
小
湊
越
一
〇
の
八

五
九
か
ら

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
東
田
沢
字
大
沢
一
一
の
一
ま

で

〃

� �

３ ２

県

道

夏
泊
公
園
線

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
東
田
沢
字
小
湊
越
一
〇
の
八
五
九
か
ら

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
東
田
沢
字
大
沢
一
一
の
一
ま
で

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
東
田
沢
字
小
湊
越
一
〇
の
二
六
五
か
ら

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
東
田
沢
字
横
峰
六
八
の
三
ま
で

後 前 後 前

一
四
・
七
八
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
〇
・
三
一
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
三
・
四
六
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
六
・
二
六
メ
ー
ト
ル
ま
で

四
・
七
五
メ
ー
ト
ル
か
ら

七
・
五
四
メ
ー
ト
ル
ま
で

四
五
〇
・
八
五
メ
ー
ト
ル

四
四
九
・
二
四
メ
ー
ト
ル

四
三
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
三
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
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図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

三

中
村
三
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
中
村
三
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

四

中
村
四
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
中
村
四
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

五

北
中
村
沢
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
北
中
村
沢
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

六

中
村
沢
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
中
村
沢
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

七

下
岡
崎
一
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
下
岡
崎
一
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

西
津
軽
郡
深
浦
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

八

下
岡
崎
二
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
下
岡
崎
二
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

西
津
軽
郡
深
浦
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

青 森 県 報������	
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条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(
図
面
省
略)

九

下
岡
崎
三
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
下
岡
崎
三
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

西
津
軽
郡
深
浦
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

十

小
福
浦
一
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
小
福
浦
一
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

西
津
軽
郡
深
浦
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

十
一

小
福
浦
二
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
小
福
浦
二
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

西
津
軽
郡
深
浦
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

十
二

小
福
浦
三
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
小
福
浦
三
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

西
津
軽
郡
深
浦
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

十
三

南
大
間
沢
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
南
大
間
沢
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

西
津
軽
郡
深
浦
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

十
四

中
岡
崎
沢
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
中
岡
崎
沢
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

西
津
軽
郡
深
浦
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)
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青
森
県
告
示
第
二
百
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法

律
第
五
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
鰺
ケ
沢
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

南
中
村
沢
土
砂
災
害
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

二

北
大
間
沢
土
砂
災
害
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

西
津
軽
郡
深
浦
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

三

船
沢
川
土
砂
災
害
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

西
津
軽
郡
深
浦
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

四

横
磯
川
土
砂
災
害
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

西
津
軽
郡
深
浦
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

五

上
岡
崎
川
土
砂
災
害
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

西
津
軽
郡
深
浦
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

六

小
福
浦
川
土
砂
災
害
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

西
津
軽
郡
深
浦
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
下
田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

上
北
郡
下
田
町
字
中
野
平
四
〇
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

下
田
タ
ウ
ン
株
式
会
社

青 森 県 報������	
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上
北
郡
下
田
町
字
中
下
田
一
三
五
の
二

代
表
取
締
役

横
田
稔
弘

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

四

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
十
四
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
下
田
町
役
場

２

期
間

平
成
十
七
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
三
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
下
田
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
七
年
七
月
二
十
三
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録
の
失
効

林
業
種
苗
法

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録
が
失
効
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成17年３月23日 水曜日 第2456号 �

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
パ
セ
リ
菜

上
北
郡
下
田
町
字
向
山
二
の
五
五
〇

代
表
取
締
役

小
泉
忠
男

株
式
会
社
パ
セ
リ
菜

上
北
郡
下
田
町
字
向
山
二
の
五
五
〇

代
表
取
締
役

松
尾
明

平
成

��

･

��･

��

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ス
テ
ッ
プ

東
京
都
中
央
区
新
川
一
丁
目
二
二
の
一

五代
表
取
締
役

高
田
覚
司

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ス
テ
ッ
プ

東
京
都
中
央
区
新
川
一
丁
目
二
二
の
一

五代
表
取
締
役

岩
田
愛
一
郎

��

･

��･

�

株
式
会
社
御
菓
子
の
み
や
き
ん

上
北
郡
七
戸
町
字
七
戸
三
二
九
の
一

代
表
取
締
役

宮
沢
公
生

削
除

�	

･

�･

�


株
式
会
社
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
・
フ
レ
グ
ラ

ン
ス
・
オ
ブ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

弘
前
市
大
字
表
町
二
の
一
一
弘
前
駅
ビ

ル
三
階

代
表
取
締
役

佐
藤
泰

株
式
会
社
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
・
フ
レ
グ
ラ

ン
ス
・
オ
ブ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

弘
前
市
大
字
城
東
中
央
三
丁
目
三
の
三

代
表
取
締
役

佐
藤
泰

��

･

��･

��

株
式
会
社
錦

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
二
丁
目

四
五
の
一
九
ク
ワ
ヤ
ビ
ル
四
階

代
表
取
締
役

竹
内
義
典

株
式
会
社
錦

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
二
丁
目

四
五
の
一
九
ク
ワ
ヤ
ビ
ル
四
階

代
表
取
締
役

西
尾
遼
一

��

･

��･

�

杉
田
榮
徹

つ
が
る
市
木
造
有
楽
町
四
二
の
三

株
式
会
社
夢
や

香
川
県
高
松
市
朝
日
新
町
一
七
の
二
〇

代
表
取
締
役

高
杉
弘
美

�	
･

�･

��

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
テ
ッ
ク
ス

東
京
都
目
黒
区
東
山
一
丁
目
六
の
五

中
目
黒
杉
田
ビ
ル
四
階

代
表
取
締
役

笠
原
造

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
テ
ッ
ク
ス
東
京
都

東
京
都
目
黒
区
中
目
黒
一
丁
目
八
の
一

代
表
取
締
役

笠
原
造

��

･

��･
�

株
式
会
社
キ
ャ
ビ
ン

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
四
丁
目
六
二
の

一
七
代
表
取
締
役

平
明
暘

�	

･

�･

�

� �



� �

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
住
所
変
更

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
川

内
町
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
住
所
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
三
日

下
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

原

口

健

二

青 森 県 報������	
�� �� 第2456号�

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

住
所
変
更

の
年
月
日

理

事

福
永

忠
雄

旧
住
所
下
北
郡
川
内
町
大
字
川
内
字
休
所
四
二
の
一
六
一

新
住
所
む
つ
市
川
内
町
休
所
四
二
の
一
六
一

平
成

��

･

�･
��

〃

坪
田
智
十
司

旧
住
所
下
北
郡
川
内
町
大
字
川
内
字
�
木
一
七
二
の
二

新
住
所
む
つ
市
川
内
町
�
木
一
七
二
の
二

〃

〃

仙
台

金
義

旧
住
所
下
北
郡
川
内
町
大
字
川
内
字
川
内
三
九
九

新
住
所
む
つ
市
川
内
町
川
内
三
九
九

〃

〃

工
藤

直
義

旧
住
所
下
北
郡
川
内
町
大
字
蛎
崎
字
蛎
崎
八
三

新
住
所
む
つ
市
川
内
町
蛎
崎
八
三

〃

〃

野
里

岩
雄

旧
住
所
下
北
郡
川
内
町
大
字
川
内
字
下
小
倉
平
一
一
二
の

一
新
住
所
む
つ
市
川
内
町
下
小
倉
平
一
一
二
の
一

〃

〃

板
井

綱
義

旧
住
所
下
北
郡
川
内
町
大
字
川
内
字
上
小
倉
平
一
〇
一

新
住
所
む
つ
市
川
内
町
上
小
倉
平
一
〇
一

〃

〃

徳
田
兼
太
郎

旧
住
所
下
北
郡
川
内
町
大
字
川
内
字
前
田
六
六
の
四

新
住
所
む
つ
市
川
内
町
前
田
六
六
の
四

〃

〃

赤
松

功

旧
住
所
下
北
郡
川
内
町
大
字
桧
川
字
稲
沢
一
六
の
一

新
住
所
む
つ
市
川
内
町
桧
川
稲
沢
一
六
の
一

〃

監

事

板
井

忠
強

旧
住
所
下
北
郡
川
内
町
大
字
川
内
字
上
小
倉
平
一
〇
〇

新
住
所
む
つ
市
川
内
町
上
小
倉
平
一
〇
〇

〃

〃

田
中
勝
太
郎

旧
住
所
下
北
郡
川
内
町
大
字
川
内
字
中
畑
三
一
の
四

新
住
所
む
つ
市
川
内
町
中
畑
三
一
の
四

〃

� �

一
〇
一

登

録

番

号

昭
和
��

･

�･

��

登
録
年
月
日

川
村

与
志
雄

氏
名
又
は
名
称

生

産

事

業

者

上
北
郡
六
戸
町
大
字
下
吉
田

字
沼
田
一
六
五

住

所

採
取 種

穂

生

産

事

業

の

内

容

精
選

幼
苗
の
育
成

苗

木

幼
苗
以
外
の

苗
木
育
成

川
村
苗
圃

名

称

事

業

所

上
北
郡
六
戸
町
大
字
下
吉
田

所

在

地

平
成
��･

�･

	

失
効
年
月
日



� �

土
地
改
良
区
の
役
員
の
住
所
変
更

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

畑
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
住
所
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
三
日

下
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

原

口

健

二

青 森 県 報平成17年３月23日 水曜日 第2456号 �

〃

板
井

磯
美

旧
住
所
下
北
郡
川
内
町
大
字
川
内
字
中
畑
二
七
の
一

新
住
所
む
つ
市
川
内
町
中
畑
二
七
の
一

〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

住
所
変
更

の
年
月
日

理

事

池
田

正
利

旧
住
所
下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
二
枚
橋
二
二

新
住
所
む
つ
市
大
畑
町
二
枚
橋
二
二

平
成

��･

�･

��

〃

赤
坂

直
良

旧
住
所
下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
本
町
八
〇
の
七

新
住
所
む
つ
市
大
畑
町
本
町
八
〇
の
七

〃

〃

柏
谷

均

旧
住
所
下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
小
目
名
村
二
〇
の
一

新
住
所
む
つ
市
大
畑
町
小
目
名
村
二
〇
の
一

〃

〃

武
藤

直
人

旧
住
所
下
北
郡
大
畑
町
大
字
正
津
川
字
正
津
川
一
八

新
住
所
む
つ
市
大
畑
町
正
津
川
一
八

〃

〃

毛
馬
内
光
雄

旧
住
所
下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
本
町
二
五
〇
の
四

新
住
所
む
つ
市
大
畑
町
本
町
二
五
〇
の
四

〃

〃

中
居

伸
作

旧
住
所
下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
松
ノ
木
道
八
の
二

新
住
所
む
つ
市
大
畑
町
松
ノ
木
道
八
の
二

〃

〃

月
舘

俊
彦

旧
住
所
下
北
郡
大
畑
町
大
字
正
津
川
字
平
一
一
四
の
六

新
住
所
む
つ
市
大
畑
町
正
津
川
平
一
一
四
の
六

〃

監

事

松
野

毅

旧
住
所
下
北
郡
大
畑
町
大
字
正
津
川
字
平
二
六

新
住
所
む
つ
市
大
畑
町
正
津
川
平
二
六

〃

〃

久
保
田
昌
司

旧
住
所
下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
兎
沢
二
〇
六
の
二

新
住
所
む
つ
市
大
畑
町
兎
沢
二
〇
六
の
二

〃

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


